
 
 

令和７年 1 月１６日 

国土交通省関東地方整備局 

富士川砂防事務所 

 

工事発注手続きについて 

～「Ｒ６中島砂防堰堤右岸斜面対策工事」の発注手続きを行います～ 

 

富士川砂防事務所が発注する「Ｒ６中島砂防堰堤右岸斜面対策工事」において、不調･不落

対策等を試行、採用します。 

 

工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりや

めや不調が予測される工事について、不調･不落対策等を試行、採用しています。 

 今回発注する「Ｒ６中島砂防堰堤右岸斜面対策工事」については、以下の不調･不落対策等を

試行、採用します。 

 

 

【不調･不落対策】 

１． 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更 

２． 余裕期間制度（フレックス方式） 

３． 一般競争入札（総合評価落札方式）地域密着工事型･若手技術者活用評価型 

 

 

※詳細は次頁以降をご覧下さい。 
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《工事概要》  
（１）Ｒ６中島砂防堰堤右岸斜面対策工事  
（２）施工場所：山梨県北杜市白州町鳥原地先  
（３）全体工期：契約締結の翌日から令和８年１月 2０日まで  

（余裕期間制度（フレックス方式）） 
（４）入札方式：一般競争入札（総合評価落札方式）地域密着工事型 若手技術者活用評価型  
（５）工事種別：法面処理工事  
（６）工事内容（概要） ：斜面対策                     １式  

法面整形工      約 1,500m2  
落石防止網工     約 1,500m2 
掘削         約 300m3 
仮設工              １式 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《不調不落対策》 

１．地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更 
「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示

す費用について、その妥当性を確認のうえ設計変更の対象とします。  
営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費  
労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用 

構成費目 率分に含まれる主な項目 

 
営繕費 

借上費 建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を
長期借上げした場合に要した費用 

宿泊費 労働者が、旅館・ホテル等に宿泊した場合に要した費用 
労働者送迎費 労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送するた

めに要した費用 
現場管理費 労務管理費 募集・解散費、賃金以外の食事・通勤等に要する費用 

施工箇所 

出典:国土地理院地図(https://maps.gsi.go.jp/) 



２．余裕期間制度（フレックス方式） 
   本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確

保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約時に令和８年１月２
０日までの間で受注者は工事の始期及び終期を任意に設定することができます。 

     なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。 
 

３．一般競争入札（総合評価落札方式）地域密着工事型  若手技術者活用評価型 
地域の担い手育成、技術者の確保・育成を目的に、地域精通度・地域貢献度、若手技術

者の活用を評価項目に加えて評価を行う方式です。 
総合評価の配点の特徴 

地域密着工事型 
【企業の技術力】 
 １）近隣地域での施工実績（地域精通度） 

       ・過去１０年間の「山梨県北杜市内又は長野県諏訪郡富士見町内」での施工実績
を評価 

  ２）緊急時の施工体制（地域精通度） 
    ・「山梨県内又は長野県内」での本店の有無を評価 
  ３）災害協定の有無（地域貢献度） 
    ・山梨県内又は長野県内に本店・支店・営業所を有する企業の行政機関等との災 

害協定の有無を評価 
    ４）災害協定に基づく活動実績の有無（地域貢献度） 
    ・過去３年間の行政機関等との災害協定に基づく災害活動実績等の実績の有無を 

評価 
      若手技術者活用評価型 
    【企業の技術力】 

１）若手技術者（３５歳以下）の活用 
   ・若手技術者（３５歳以下）を現場代理人または担当技術者として当該工事に配 

置する場合に加点評価 
（主任（監理）技術者の専任期間と同じ期間配置が必要） 

     ２）若手技術者（３５歳以下）の資格 
       ・現場代理人または担当技術者として配置される若手技術者（３５歳以下）の資 
        格の有無を評価 
    【配置予定技術者の技術力】 
     １）若手技術者の育成指導 
       ・配置予定の若手技術者に対して、当該工事に関する育成計画を作成し、指導を 

実施することにより評価 
 
《スケジュール》 
  ○入札公示、入札説明書 交付       ：令和７年 １月１６日（木） 
  ○競争参加資格確認申請書提出期限     ：令和７年 １月２８日（火） 
  ○入札書・工事費内訳書 提出期限     ：令和７年 ２月１７日（月） 
  ○開札日                 ：令和７年 ２月２０日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


